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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に
電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第97期定時株主総会資料

電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項

事業報告の「会社の体制および方針」

連結計算書類の連結注記表

計算書類の個別注記表

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）
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□６　会社の体制および方針
⑴　業務の適正を確保するための体制

　当社では、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」に
ついて、取締役会にて決議しております。その概要は以下のとおりであります。
イ. 当社および当社子会社の取締役ならびに従業員の職務執行が法令および定款に適合する

ことを確保するための体制
⒜ 当社は、株主の皆様や国内外の顧客、取引先、地域社会、従業員等の当社ステークホ

ルダーに対する企業価値の向上が経営の基本と考え、その実現に向け、当社グループ
の担っている社会的責任を自覚し、日常の業務遂行において、法令等の遵守のみなら
ず、社会的規範に則った行動を目指し、コンプライアンス重視の企業風土を醸成すべ
く、当社グループの全役員および従業員等が遵守すべき事項を定めた「カワイ倫理規
範」、「倫理行動規準」を制定、施行しております。この規範等の徹底を図るため、
「コンプライアンス規程」および関連規程類を整備するとともに、社外の有識者を加
えた「企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な事項の審議および社
内への教育・啓蒙を行っております。

⒝ 当社グループ全体のコンプライアンスに関わる相談・通報システムとして、社内通報
制度を構築し、その展開に努めております。

⒞ 内部監査部門では、当社グループ全体のコンプライアンス面での社内周知の徹底状況
等の監査を行っております。

⒟ 株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各
種情報の迅速かつ正確な情報開示により経営の透明性を高めるよう努めております。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報・文書の保存および管理については、「文書管理規程」、
「情報セキュリティ管理規程」および関連規程類を整備し、その対象、保存すべき期間等
を明確化するとともに、必要に応じてその運用状況の検証、規程類の見直しを進めており
ます。

ハ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⒜ 当社は、当社グループ全体としての総合的、包括的リスクの評価、管理を行うため、

「リスクマネジメント基本規程」を制定、施行するとともに、当社取締役を責任者と
する「リスクマネジメント委員会」を設置し、その傘下に部門横断的分野別の防災、
安全衛生、コンプライアンス、環境問題、情報セキュリティ等の各委員会を設置して
おります。
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⒝ 「リスクマネジメント委員会」においては、関連する規程類の整備および運用状況の
確認、要員へのリスクを想定した訓練、研修カリキュラム等を企画実行するととも
に、全社リスク管理状況を定期的に取締役会に報告するものとしております。

⒞ 不測の事態が発生した場合には、当社取締役を責任者とする「緊急対策本部」をただ
ちに設置し、迅速な対応と損害の拡大を防止する体制を整備することとしておりま
す。

ニ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⒜ 当社では、執行役員制度を採用することにより、取締役を少人数に留め、取締役会に

おける意思決定を迅速化させるとともに、「執行役員規程」等に基づき、執行役員に
業務執行権限を委譲し、執行責任を明確にする体制をとっております。

⒝ 当社は、変化の激しい経営環境に対応するため、取締役会を定期的に開催するほか、
適宜臨時に開催し、法令・定款で定められた事項、その他当社グループ全体の経営戦
略、中長期の経営方針等の重要事項の決定および経営計画の遂行状況、各取締役の業
務執行状況の監督を行っております。

⒞ 取締役会における審議内容の充実と効率性の向上を図るため、経営テーマに応じて経
営会議を設置し、集中的に審議する体制を整えております。

ホ. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
⒜ 当社グループにおける業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」を整備し、

各子会社および関係会社に対しては、当社としての担当役員および管掌部門を置き、
子会社および関係会社における経営状況等の総括的管理を行う体制をとっておりま
す。

⒝ 内部監査部門は、当社規程に基づき、各子会社における業務執行状況、当社との取引
状況等を評価、監査するものとしております。

ヘ. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関
する事項

　監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、当社は必要に応じ
て監査役の職務の補助をなす従業員を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容
については、監査役会の意見を十分考慮して検討いたします。
　なお、本年５月末日現在におきましては、監査役会はその職務を補助すべき従業員を置
くことについては求めておりません。
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ト. 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項および当該従業員
に対する指示の実効性の確保に関する事項

⒜ 監査役の職務を補助すべき従業員の任命、異動等の人事については、監査役会の同意
を得た上で行うものといたします。

⒝ 監査役の職務の補助をなす従業員は、常勤監査役の指揮命令下に入るものといたしま
す。

チ. 取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体
制ならびに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制

⒜ 当社取締役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員あるいは
これらの者から報告を受けた者が、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見
したときは、直ちに当社監査役に報告するものとしております。

⒝ 監査役は、必要に応じ、経営会議等重要な会議に出席し、取締役および従業員から報
告を受け、また議事録、稟議書等重要な文書の閲覧を行うことができるものとしてお
ります。

⒞ 上記⒜の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行う
ことを禁止し、その旨を当社グループの役員、従業員等へ周知徹底しております。

リ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⒜ 当社は、監査役に対し、当社取締役および当社会計監査人とそれぞれ必要に応じ、十

分な意見交換を行う機会を設けることにより、監査役監査の実効性を高めることに努
めてまいります。

⒝ 内部監査部門は、監査役と十分な連携を保ち、当社監査体制と内部統制システム体制
との調整を図り、監査役監査の実効性を高めることに努めてまいります。

⒞ 監査役がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたとき
は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
用または債務を処理するものとしております。

ヌ. 反社会的勢力排除に向けた体制
　反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応することとし、「倫理行動規準」におい
て反社会的勢力とのかかわりを一切持たないことを定め、反社会的勢力の排除に向けて全
社的に取り組むこととしております。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、「内部統制に関する基本方針」に基づき、上記⑴の体制の整備および適正な運
用に努めており、その概要は次のとおりであります。

⒜ 取締役会は社外取締役３名を含む８名で構成し、監査役４名も出席した上で開催し、
取締役の職務の執行を監督しました。また、取締役会は執行役員を選任し、各執行役
員は代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限および責任の範囲で職務を執行しまし
た。
子会社については定期的にその業務運営状況の報告を求め、重要事項を取締役会にお
いて審議し、子会社の適正な業務運営および当社の実効性のある管理の実現に努めま
した。

⒝ 必要に応じてリスクマネジメント委員会、企業倫理委員会等を開催し、リスクへの対
処方針や業務執行の適正性を確保するための方針および対策等を決定するとともに、
これを実施いたしました。

⒞ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、監査役間
の情報共有などにより会社の状況を把握し、取締役会などに出席して適宜意見を述
べ、意思決定の適正性の確保に努めました。

⒟ 内部監査室は、内部監査計画に基づき法令・社内規程等の遵守状況について社内各部
門を対象とする社内監査を実施し、その結果および改善状況を代表取締役や監査役会
等に報告しました。

⑶　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社では、2006年６月29日開催の第79期定時株主総会において、剰余金の配当等の決定
については、株主総会の決議とともに取締役会の決議によっても行うことができる旨（当社
定款第41条）の決議をいただいておりますが、期末配当金につきましては、定時株主総会
の決議により決定することとしております。
　また、剰余金の配当方針としましては、各事業年度の業績とともに今後の経営環境ならび
に事業展開を考慮し、経営基盤の安定化に向けた内部留保を確保しつつ、連結業績の内容に
応じて、株主各位への安定的な配当を目的とした株主還元を行うことを基本方針としており
ます。また、当社は中間配当制度を設けておりますが、現在は期末配当のみを行うこととし
ております。
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　当事業年度の期末配当金につきましては、この配当方針に基づき１株につき普通配当９5
円とさせていただきたく、2024年６月27日開催予定の第97期定時株主総会において付議さ
せていただきます。

⑷　会社の支配に関する基本方針
イ. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者（以下「方針決定を支配する
者」といいます。）の在り方について、基本的には、株主の皆様の自由な判断に基づいた
当社株式の自由な取引を通じて決定されるべきものであると考えており、上場企業として
多様な投資家の皆様に当社の株主となっていただき、また、その様々なご意見を当社の財
務および事業の方針の決定に反映させることが望ましいと考えております。
　昨今のわが国の資本市場においては、経営陣の同意なく、会社支配権の取得を意図して
株式を大量に買付けようとする事例も少なくありません。このような買付けの中には、当
社および当社グループの顧客、取引先、地域社会、従業員等ステークホルダーの利益を著
しく損なう蓋然性の高いものや、株主の皆様に十分な判断の時間や判断の材料を与えない
ものなど、当社の企業価値および株主共同の利益に照らして望ましくない買付けが行われ
ることも予想される状況にあります。
　当社は、このような当社の企業価値および株主共同の利益に照らして望ましくない買付
けを行おうとする者に対して、方針決定を支配する者となる機会を与えることは、株主の
皆様からの様々な意見を当社の財務および事業の方針の決定に反映させるためには望まし
くないものと考えております。
　また、当社事業の主軸は音楽・教育分野にあり、これら事業は単にハードやソフトを提
供することにとどまるものではなく、文化に深く関わる事業であると考えております。こ
のような事業の運営においては、経済的側面のみならず文化的側面も視野に入れたバラン
スのとれた経営姿勢が不可欠であると考えております。かかる観点から、方針決定を支配
する者においては、このような経営姿勢についても、十分に理解していることが望ましい
と考えております。
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ロ. 基本方針に関する取組み
⒜ 財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取

組み
　当社は、以下のような取組みを鋭意実行することが、当社の企業価値および株主共同
の利益を向上させることとなり、さらなる多様な投資家の皆様からの当社への投資を促
進させ、結果として、上記イ．の基本方針の実現に資するものであると考えておりま
す。

（ⅰ）当社は、2025年３月までの３ヵ年を対象期間とする第７次中期経営計画「Resonate 
2024」を2022年４月１日より遂行中であります。同計画では、長期ビジョンとし
て「100年ブランドの確立」を掲げ、100年、そしてさらにその先の継続的な発展
に向け、祖業であるピアノづくりで世界一を目指し、各事業の強みをさらに深化さ
せ、お客様満足度の追求・向上と音楽文化の発展を通して企業価値・ブランド力の
向上と持続的な成長を図ってまいります。

（ⅱ）当社は適切な組織体制の構築のために、以下の取組みを行っております。
当社は、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化のために、執行役員制度を採用
して業務執行と監督の分離に取り組むとともに、取締役の任期を１年としておりま
す。
また当社は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任し、取締役の業務執
行の監督、監査に当たらせるとともに、2015年６月からは社外取締役を２名選任
しております。加えて同年12月には社外役員４名と社内取締役３名から構成され
るコーポレートガバナンス委員会を設けることによりさらなるガバナンスの強化を
図っております。
なお、当社は2023年6月27日開催の第96期定時株主総会における株主の皆様のご
承認により社外取締役を３名選任し、更なるガバナンスの強化を図っており、また
上記コーポレートガバナンス委員会の構成も社外役員について５名としておりま
す。

（ⅲ）上記のほかにも、機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、個人投資家向け
のIR活動の推進により株主の皆様との長期安定的な信頼関係の構築に努めてまいり
ます。
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⒝ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配さ
れることを防止するための取組み

　当社は、基本方針に照らし不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組みの一つとして、2007年６月28日開催の第80期
定時株主総会における株主の皆様のご承認により当社株式の大規模買付行為に関する対
応方針を導入し、2022年６月28日開催の第95期定時株主総会における株主の皆様のご
承認により内容を一部改定のうえ、新たな対応方針（以下「本プラン」といいます。）
として更新しております。

ハ. 当社の取組みが、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社
役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

⒜　ロ．⒜　の取組みについて
　第７次中期経営計画「Resonate 2024」に関する当社の取組みは、究極的にはステ
ークホルダー全体の利益を実現するための施策として当社経営陣に課せられた課題であ
ると考えておりますので、株主共同の利益を害するものではなく、また、当社の会社役
員の地位を維持することを目的とするものでもありません。
　執行役員制度、取締役の１年任期制、社外取締役の増員、社外監査役による取締役の
業務執行監査、コーポレートガバナンス委員会の設置については、いずれも適正な業務
執行を担保するために導入したものであり、株主共同の利益を害することにはなりませ
んし、また当社の会社役員の地位を維持するためのものでもありません。
　機関投資家や証券アナリストへの説明会の開催、個人投資家向けのIR活動の推進につ
いても、株主共同の利益を害するものではなく、投資家の皆様の判断に資することを目
的として行おうとするものですので、当社の会社役員の地位を維持するものでもないと
考えております。

⒝　ロ．⒝　の取組みについて
　本プランは、以下のような点から、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するもので
はなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えておりま
す。

（ⅰ）本プランの内容は、大規模買付者に対して事前に大規模買付情報の提供、および大
規模買付行為の是非を判断する時間を確保することを求めることによって、大規模
買付者の提案に応じるか否かについて株主の皆様の適切な判断を可能とするもので
す。したがって、株主共同の利益を害するものではなく、基本方針に沿う内容とな
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っております。
（ⅱ）本プランにおいて、対抗措置が発動される場合としては、大規模買付者が予め定め

られた大規模買付ルールを遵守しない場合や、当社企業価値および株主共同の利益
を著しく損なうと認められる場合に限定しております。このように、対抗措置の発
動は当社の企業価値および株主共同の利益に適うか否かという観点から決定するこ
ととしておりますので、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、
また、当社の会社役員の地位の維持を目的としないものとしております。

（ⅲ）本プランにおいては、独立性の高い社外者を構成員とした独立委員会を設置し、対
抗措置の発動を当社取締役会が判断するにあたっては、独立委員会の勧告を最大限
尊重することとしております。また、当社取締役会において、必要に応じて外部専
門家等の助言を得ることができるものとしております。このように、対抗措置を発
動できる場合か否かの判断について、当社取締役会の恣意的判断を排除するための
仕組みを備える内容となっており、株主共同の利益を害するものではなく、また、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないといえます。

（ⅳ）本プランにおいては、独立委員会の勧告があった場合などは対抗措置の発動につい
てあらかじめ株主の皆様の意思を確認するための株主総会を開催することができる
ものとしております。

　本プランは、更新後３年毎に、本プランの期間更新または廃止について、定時株主総会の
議案として上程し、株主の皆様に対して本プランの継続の是非をお諮りすることとしており
ます。
　また、取締役の任期を１年としていることを前提として、毎年、定時株主総会における取
締役の選任議案に各取締役候補者の本プランに関する賛否を記載するとともに、定時株主総
会後、最初に開催される取締役会において、株主の皆様より選任された取締役が本プランの
継続または廃止の決議を行い、決議結果を速やかに株主および投資家の皆様へ開示すること
としております。
　このように、本プランの継続については、株主の皆様の意思が直接反映されるよう努めて
おり、株主共同の利益を害することのないよう、また、当社の会社役員の地位の維持につな
がることのないよう努めております。
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連 結 注 記 表

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴　連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況
連結子会社の数 20社
主要な連結子会社の名称 カワイアメリカコーポレーション

カワイヨーロッパGmbH
PT.カワイインドネシア
カワイ精密金属株式会社
カワイ楽器（中国）有限公司

　当連結会計年度において連結子会社でありました河合楽器（中国）有限公司を河合貿易
（上海）有限公司が吸収合併したため、連結の範囲から除いております。また、これによ
りカワイ楽器（中国）有限公司に商号を変更いたしました。

②　非連結子会社の状況
非連結子会社の数 １社
主要な非連結子会社の名称 PT.カワイミュージックスクールインドネシア

　非連結子会社につきましては、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な
影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

⑵　持分法の適用に関する事項
持分法適用非連結子会社の数 １社

　持分法適用非連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる子会社については、その子
会社の直近の事業年度にかかる計算書類を使用しております。
　また、当社には関連会社はありません。
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有形固定資産
（リース資産を除く）

主として定率法
在外連結子会社は定額法

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、カワイアメリカコーポレーション及びその連結子会社、カワイヨーロ
ッパGmbH、カワイオーストラリアPTY.Ltd.、PT.カワイインドネシア、PT.カワイミュー
ジックインドネシア、カワイ楽器（中国）有限公司、河合楽器（寧波）有限公司、上海カワ
イ電子有限公司、カワイピアノ・ロシア、カワイフランスSAS、並びにカワイUK Ltd.の在
外連結子会社12社の決算日は12月31日であります。
　なお、連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との
間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

⑷　重要な会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの

時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は総平均法により算定）

市場価格のない株式等
総平均法による原価法

デリバティブ 原則として時価法
棚卸資産 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
但し、在外連結子会社は低価法

②　固定資産の減価償却の方法

1998年４月１日以降に取得した国内の建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した国
内の建物附属設備及び構築物については定額法
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建物及び構築物 ２～60年
機械装置及び運搬具 ２～16年

リース資産
（所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（主な耐用年数）

無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可
能期間（主として５年）に基づく定額法

③　重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れに備えて、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えて支給見積額のうち､
当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

製品保証引当金 ピアノ及び電子楽器の販売後、保証期間中に発生が見込
まれる補修費用に備えるために、製品群ごとに保証費用
発生率を考慮した額を計上しております。

環境対策引当金 PCB廃棄物処理等の環境対策を目的とした支出に備える
ため、当連結会計年度末において合理的に見積もられる
額を計上しております。

株式報酬引当金 当社取締役に対する将来の当社普通株式の交付に備える
ため、株式交付規程に基づき割り当てられたポイントに
応じた当社普通株式の支給見込額を基礎として計上して
おります。
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④　収益及び費用の計上基準
　当社グループは、楽器の製造及び販売、教育関連、素材加工、情報関連等の事業を行
っているほか、これらに付帯する事業を行っております。
　楽器教育事業では、主としてピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器、楽器付属品、楽器
玩具、銑鉄鋳物等の製造及び販売を行っております。これらの製品及び商品について
は、原則として、顧客への引渡、検収等に基づいて収益を認識しております。また、同
事業では、音楽教室・体育教室の運営及び楽器調律・修理の役務提供業務等を行ってお
り、原則として、役務の提供が完了し、請求が可能となった時点で収益を認識しており
ます。
　素材加工事業では、電子電気部品用金属材料加工、自動車部品用材料加工を行ってお
ります。これらの製品については、通常、出荷から当該製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。

⑤　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
重要な外貨建の資産及び負債等の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、当該会社の決
算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に
換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含め
ております。

ヘッジ会計の方法
　原則として繰延ヘッジ処理によることとしております。なお、為替予約については
振当処理の要件を満たしているので振当処理を行っており、金利スワップ取引につい
ては、特例処理の要件を満たしているので特例処理によっております。

退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ
る見込額に基づき計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付
見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
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　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理しております。
　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその
他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

グループ通算制度の適用
　グループ通算制度を適用しております。

3．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した額

繰延税金資産（純額）664,609千円
　繰延税金負債と相殺前の金額は2,500,846千円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰
越欠損金に係る繰延税金資産の総額4,111,461千円から評価性引当額1,610,614千円が控除
されております。

⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
①　算出方法
　当社グループは、資産及び負債の金額についての、会計上と税務上の差額である一時差異
に係る税金の額について、将来の連結会計年度において回収または支払いが見込まれない税
金の額を除き、繰延税金資産または繰延税金負債を計上しております。繰延税金資産につき
ましては、合理的な仮定に基づく業績予測によって見積もられた将来の課税所得または税務
上の欠損金に基づき、将来の回収可能見積額を毎期見直しております。

②　主要な仮定
　当社グループは、将来の課税所得の見積りについて、主として取締役会により承認された
翌連結会計年度の計画及び中期経営計画を基礎として見積りを行っております。
　なお、ウクライナ危機に端を発した物価高騰や世界的な金融引き締めによる経済活動停滞
の影響など不安定な国際情勢により、依然として先行き不透明な状況が続いておりますが、
当社グループは当連結会計年度での入手可能な情報に基づき、過去の販売実績や直近の市場
動向を鑑み、中長期的には当連結会計年度と同水準の事業環境で推移するとの仮定のもと、
将来課税所得の見積りを行っております。
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③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りや将来減算一時差異のスケジュー
リングに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会
計年度以降の連結計算書類において繰延税金資産の取崩が発生する可能性があります。

4．追加情報
（取締役に対する株式報酬制度）

　当社は、取締役（社外取締役を除く。以下同じ。）を対象に、取締役の報酬と当社の株式
価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有する
ことで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし
て、信託を用いた株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定される信
託を「本信託」といいます。）を導入しております。
　本制度に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年３月26日）に準じて処理をして
おります。
① 取引の概要
　本制度は、本信託に金銭を信託し、本信託において当社普通株式（以下「当社株式」とい
います。）を取得し、取締役に対して、当社の取締役会が定める株式交付規程に従って付与
されるポイント数に応じ、当社株式が本信託を通じて交付される株式報酬制度であります。
また、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時であります。な
お、当初設定する本制度の対象期間は、2022年６月29日から2027年の定時株主総会の日ま
での約５年間であります。

② 信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当
連結会計年度124,975千円、43千株であります。
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⑴　有形固定資産の減価償却累計額 34,395,795千円

圧縮記帳累計額 66,654千円

投資有価証券（割賦販売法に基づく前受業務保証金） 70,017千円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 15,080,000千円
借入実行残高 4,360,000千円
差引額 10,720,000千円

5．連結貸借対照表に関する注記

⑵　国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接減額した額

⑶　供託資産

⑷　当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
　当社及び子会社（カワイ精密金属株式会社、株式会社全音楽譜出版社）においては、運転
資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
を締結しております。
　これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに
係る借入未実行残高は次のとおりであります。

⑸　偶発債務
　当社は、音楽教室訴訟原告団の一員として一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）
に対して「音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認訴訟」を行っておりまし
たが、2022年10月24日に最高裁判所より判決が言い渡されました。
　これにより、生徒の演奏には著作物の使用に関わる請求権は及ばないことが明らかになっ
たことから、請求権が及ぶこととなる音楽教室における講師の演奏等の著作物の使用につき
ましては、音楽教育を守る会を通じて、JASRACとの適切な著作物使用料の設定を求める協
議を行っております。
　なお、当該協議の結果によっては当社グループの連結計算書類に影響を与える可能性があ
りますが、現時点ではその影響を合理的に見積もることは困難であります。
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普通株式 9,011,560株

配当金の総額 734,378千円
１株当たりの配当額 85円00銭
基準日 2023年３月31日
効力発生日 2023年６月28日

配当金の総額 820,768千円
１株当たりの配当額 95円00銭
基準日 2024年３月31日
効力発生日 2024年６月28日

6．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　配当に関する事項
①　配当金支払額

　2023年６月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項

（注) 　2023年６月27日定時株主総会の決議による配当金の総額には、取締役に対す
る株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式に対する配当金3,825千円が
含まれております。

②　基準日が、当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度に
なるもの

　2024年６月27日開催予定の定時株主総会において、次のとおり決議いたします。
普通株式の配当に関する事項

（注)1．配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。
2．2024年６月27日定時株主総会の決議による配当金の総額には、取締役に対す
る株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式に対する配当金4,132千円が
含まれております。
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券
満期保有目的の債券 70,017 70,271 253
その他有価証券 6,991,994 6,991,994 －

資産計 7,062,012 7,062,265 253

長期借入金 3,709,375 3,500,434 △208,940
負債計 3,709,375 3,500,434 △208,940

7．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借
入により資金を調達しております。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っ
ております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに
時価の把握を行っています。
　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期
借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施して
おります。なお、デリバティブ取引は将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的とし
ており、投機的な取引は行わない方針であります。

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2024年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次
のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（(注)を
参照ください。）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形
及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、注記を省略しております。

（単位：千円）
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区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 113,487

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　投資有価証券
　その他有価証券

株式 4,585,165 － － 4,585,165
非公募の転換社債型
新株予約権付社債 － － 2,406,829 2,406,829

資産計 4,585,165 － 2,406,829 6,991,994

（注)　市場価格のない株式等
（単位：千円）

これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。

⑶　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以
下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形
成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン
プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）
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区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　投資有価証券
満期保有目的の債券 70,271 － － 70,271

資産計 70,271 － － 70,271
　長期借入金 － 3,500,434 － 3,500,434

負債計 － 3,500,434 － 3,500,434

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
　上場株式及び国債は相場価格を用いて評価しております。上場株式及び国債は活発な市場で取引されて
いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。非公募の転換社債型新株予約権付社債は、一
般的には相場価格を観察できない債券のためレベル３の時価に分類しております。入手可能な有効な情報
より割引現在価値法等で算定しております。

長期借入金
　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引
現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金
は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計
額を用いて算定しております。
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（単位：千円）

楽器教育 素材加工 その他（注） 合計

　日本 31,369,309 9,540,006 4,984,527 45,893,843

　中国 10,852,058 － － 10,852,058

　北米 9,425,585 － － 9,425,585

　欧州 9,555,166 － － 9,555,166

　その他 4,466,191 － － 4,466,191

顧客との契約から
生じる収益

65,668,311 9,540,006 4,984,527 80,192,845

外部顧客への売上高 65,668,311 9,540,006 4,984,527 80,192,845

8．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（注)「その他」の区分は、情報関連事業、金融関連事業及び保険代理店事業等を含んでおり
ます。

⑵　収益を理解するための基礎となる情報
　当社グループの主な事業は、楽器の製造及び販売、教育関連、素材加工、情報関連等の事
業であります。

楽器教育事業
　楽器教育事業では、主としてピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器、楽器付属品、楽器玩
具、銑鉄鋳物等の製造及び販売を行っております。これらの製品及び商品については、原則
として、顧客への引渡、検収等が完了した時点で、顧客が製品及び商品の支配を獲得し履行
義務が充足されると判断しており、当該顧客の検収時点をもって収益を認識しております。
また、楽譜の販売等の返品権付き販売については、将来返品されると見込まれる商品に関し
て、変動対価に関する定めに従って販売時に収益を認識せず、当該商品を受け取る対価の額
で返金負債を計上しております。この、将来予想される返品に関しては、過去の返品実績に
基づき、将来発生しうると考えられる予想返金額により算定しております。また、同事業で
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当連結会計年度期首
(2023年4月1日)

当連結会計年度末
(2024年3月31日)

契約負債 570,577千円 448,793千円

は、音楽教室・体育教室の運営及び楽器調律・修理の役務提供業務等を行っており、原則と
して、役務の提供が完了し、請求が可能となった時点で収益を認識しております。
　これらの取引価格の算定については、得意先との契約における対価から、値引金額等を控
除した金額で算定しており、これらの販売取引に伴う債権等については、通常、短期のうち
に支払期日が到来し契約に重大な金融要素は含まれておりません。

素材加工事業
　素材加工事業では、電子電気部品用金属材料加工、自動車部品用材料加工を行っておりま
す。これらの製品については、通常、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
　これらの取引価格の算定については、得意先との契約における対価から、値引金額等を控
除した金額で算定しており、これらの販売取引に伴う債権等については、通常、短期のうち
に支払期日が到来し契約に重大な金融要素は含まれておりません。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
①　契約負債の残高

（注) １．契約負債は連結貸借対照表上　流動負債の「その他」に計上しております。
２．当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれて

いた金額は570,577千円であります。
３．契約負債は主に顧客からの前受金に関連するものです。
４．当連結会計年度において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の額

に重要なものはありません。
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当連結会計年度期首
(2023年4月1日)

当連結会計年度末
(2024年3月31日)

返金負債 163,137千円 186,922千円

１株当たり純資産額 4,993円71銭
１株当たり当期純利益金額 323円72銭

②返金負債の残高
　当社グループでは、楽譜の販売等の返品権付きの販売について、将来返品されると見込ま
れる商品に関して、変動対価に関する定めに従って販売時に収益を認識せず、当該商品を受
け取る対価の額で返金負債を計上しております。顧客との返金負債の残高は以下のとおりで
す。

（注)　返金負債は連結貸借対照表上　流動負債の「その他」に計上しております。

③残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、残
存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の
中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

9．１株当たり情報に関する注記

（注)　取締役に対する株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式を、「１株当たり
純資産額」の算定上、期末発行株式総数から控除する自己株式に含めております（当
連結会計年度43千株）。
　また、「１株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております（当連結会計年度43千株）。
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有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
但し、賃貸設備については定額法

個 別 注 記 表

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

２．重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 総平均法による原価法
その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの

時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は総平均法により算定）
市場価格のない株式等
総平均法による原価法

⑵　デリバティブの評価基準及び評価方法
原則として時価法

⑶　棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・製品
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料・仕掛品
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額につい
ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

⑷　固定資産の減価償却の方法

1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については定額法
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建物及び構築物 ２～60年
機械及び装置 ２～10年

リース資産
（所有権移転外ファイナンス・
リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（主な耐用年数）

無形固定資産 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、見込利用可
能期間（主として５年）に基づく定額法

⑸　重要な引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れに備えて、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えて支給見積額のうち、
当事業年度に負担すべき額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。な
お、退職給付債務算定にあたり、退職給付見込額を当事
業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。

環境対策引当金 PCB廃棄物処理等の環境対策を目的とした支出に備える
ため、当事業年度末において合理的に見積もられる額を
計上しております。

株式報酬引当金 当社取締役に対する将来の当社普通株式の交付に備える
ため、株式交付規程に基づき割り当てられたポイントに
応じた当社普通株式の支給見込額を基礎として計上して
おります。
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⑹　収益及び費用の計上基準
　当社は、楽器の製造及び販売、教育関連、素材加工等の事業を行っているほか、これ
らに付帯する事業を行っております。
　楽器教育事業では、主としてピアノ、電子楽器、管・弦・打楽器、楽器付属品、楽器
玩具等の販売を行っております。これらの製品及び商品については、原則として、顧客
への引渡、検収等に基づいて収益を認識しております。また、同事業では、音楽教室・
体育教室の運営及び楽器調律・修理の役務提供業務等を行っており、原則として、役務
の提供が完了し、請求が可能となった時点で収益を認識しております。
　素材加工事業では、電子電気部品用金属材料、自動車部品用材料の販売を行っており
ます。これらの製品については、通常、出荷から当該製品の支配が顧客に移転される時
までの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。

⑺　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によることとしております。なお、為替予約については振当
処理の要件を満たしているので振当処理を行っており、金利スワップ取引については特
例処理の要件を満たしているので特例処理によっております。

3．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産
⑴　当事業年度の計算書類に計上した額
繰延税金資産（純額）427,980千円
　繰延税金負債と相殺前の金額は1,188,783千円であり、将来減算一時差異に係る繰延税金
資産の総額3,619,266千円から評価性引当額2,430,483千円が控除されております。
⑵　会計上の見積りの内容に関する理解に資するその他の情報
　会計上の見積りに関する注記について、「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」
に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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短期金銭債権 3,548,564千円
短期金銭債務 4,599,280千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 18,950,846千円

圧縮記帳累計額 66,654千円

保証債務残高 28,150千円
株式会社カワイ友の会 28,150千円

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 14,680,000千円
借入実行残高 4,310,000千円
差引額 10,370,000千円

4．追加情報
（取締役に対する株式報酬制度）
　取締役に対する株式報酬制度について、「連結注記表（追加情報）」に同一の内容を記載し
ておりますので、注記を省略しております。

5．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する債権債務

⑶　国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から直接減額した額

⑷　偶発債務

⑸　当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
　運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約及び貸出コミットメン
ト契約を締結しております。
　これらの契約に基づく当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る
借入未実行残高は次のとおりであります。

⑹　偶発債務
　一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）に対する訴訟について、「連結注記表（連
結貸借対照表に関する注記）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しており
ます。
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売上高 11,459,010千円
仕入高 22,527,971千円
上記以外の営業取引 195,861千円
営業取引以外の取引高 1,002,887千円

普通株式 415,390株

6．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

7．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

(注)　自己株式には、取締役に対する株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式
（当連結会計年度43,500株）が含まれております。
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繰延税金資産
退職給付引当金 1,891,436千円
賞与引当金 198,190千円
減損損失 421,224千円
未払事業税 57,858千円
関係会社株式評価損 738,997千円
資産除去債務 178,437千円
その他 133,121千円
繰延税金資産小計 3,619,266千円
評価性引当額 △2,430,483千円
繰延税金資産合計 1,188,783千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △675,495千円
資産除去債務に対応する除去費用 △20,590千円
固定資産圧縮積立金 △2,180千円
その他 △62,535千円
繰延税金負債合計 △760,802千円
繰延税金資産の純額 427,980千円

8．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

⑵　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
　当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日）に従って、法人税
及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行ってお
ります。
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種類 会社等の名称 議決権等の
所有割合 関連当事者との関係

子会社 カワイ精密金属㈱ 直接
100％

精密異形圧延技術による
各種金属の加工委託
及び治工具の購入
役員の兼任

子会社 ㈱全音楽譜出版社 直接
100％

一般楽器・楽譜の購入
役員の兼任

子会社 カワイアメリカ
コーポレーション

直接
100％

当社製品商品の
米国総販売代理店
役員の兼任

子会社 カワイヨーロッパGmbH 直接
100％

当社製品商品の
ヨーロッパにおける販売代理店

役員の兼任

子会社 PT.カワイインドネシア 直接
99.8％

楽器及び楽器部品の購入
役員の兼任

子会社 カワイ楽器（中国）有限公司 直接
100％

当社製品商品の
中国における販売代理店

役員の兼任

9．関連当事者との取引に関する注記
子会社等
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会社等の名称 取引の内容 取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）

カワイ精密金属㈱

製品及び
原材料の仕入
（注１）

6,935,168 買掛金 481,204

資金の借入利息
（注２） 2,989 短期借入金 1,000,000

㈱全音楽譜出版社 資金の借入利息
（注２） 2,305 短期借入金 500,000

カワイアメリカ
コーポレーション

製品の販売
（注１） 3,915,934 売掛金 914,457

カワイ
ヨーロッパGmbH

製品の販売
（注１） 4,470,293 売掛金 1,154,417

PT.カワイ
インドネシア

製品及び
原材料の仕入
（注１）

11,891,647 買掛金 1,054,724

カワイ楽器（中国）
有限公司

受取配当金
（注３） 330,005 — －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、取引条件を決定して

おります。
（注２）当社では、グループ会社の資金を当社にて一括管理しております。子会社からの受入資金につき

ましては、借入金として処理し、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、
返済期限を１年とする極度借入契約を使用し、管理しております。なお、担保は提供しておりま
せん。

（注３）配当金については、配当可能剰余金から必要投資額等を控除した金額をベースに協議の上、決定
しております。
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１株当たり純資産額 2,471円06銭
１株当たり当期純利益金額 304円22銭

期首残高 597,782千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 7,845千円
時の経過による調整額 1,985千円
資産除去債務の履行による減少額 △11,076千円
期末残高 596,536千円

10．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
　収益認識に関する注記について、「連結注記表（収益認識に関する注記）」に同一の内容
を記載しておりますので、注記を省略しております。

11．１株当たり情報に関する注記

（注)　取締役に対する株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式を、「１株当たり
純資産額」の算定上、期末発行株式総数から控除する自己株式に含めております（当
事業年度43千株）。
　また、「１株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控
除する自己株式に含めております（当事業年度43千株）。

12．資産除去債務に関する注記
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
⑴　当該資産除去債務の概要
　音楽教室関連の建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
⑵　当該資産除去債務の金額の算定方法
　使用見込期間を取得から３年～18年と見積もり、割引率は0.037～1.993％を使用して
資産除去債務の金額を計算しております。
⑶　当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
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